
様式１

請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当

令和７年
７月１日

令和７年
７月14日

市民局が取りまとめて行っている「区政に関する区民アンケート」の令
和６年度分について、以下の文書を公開してください。
　市民局の不存在による非公開決定(令和7年1月6日付大市民第602号)に
は「(3)令和６年度の「区政に関する区民アンケート」の結果は、各区に
おいて各事業の見直しや改善に繋がるよう活用している」と記載されて
います。
１．具体的に令和６年度「区政に関する区民アンケート」の結果をどの
ように「各区において各事業の見直しや改善に繋がるよう活用してい
る」のかがわかる文書を公開してください。
３．令和６年度「区政に関する区民アンケート」の結果を取組の指標と
して用いたり、目標達成の判断を行ったりしているのであれば、その内
容がわかる文書を公開してください。
５．その他令和６年度「区政に関する区民アンケート」の結果を用いて
いる一切の事例がわかる文書を公開してください。
６．上記１．～５．について、令和６年度「区政に関する区民アンケー
ト」の結果をそのように使用できるとする理論的根拠がわかる文書を公
開してください。
　各区役所では６月に令和６年度運営方針の評価を行っているはずで
す。この評価にあたり区民アンケートの結果を用いている場合、６．の
「理論的根拠がわかる文書」が不存在であるはずはありません。しっか
り特定してください。
　なお、２月17日付公開請求で公開された文書については不要です。
（淀川区役所所管分）

不存在 号 淀川区役所 政策企画課

令和７年
７月９日

令和７年
７月23日

大阪市淀川区役所総務課（○○○○）が
【総務局行政部行政課（情報公開グループ）○○さま】に2025年6月9日
月曜日10時50分にメールにて担当報告をしました。
（何を根拠に○○○○は担当を決定して担当報告をしたのか？）
その担当を決定した根拠がわかるものを請求します。

申込番号
35969874
の補足
淀川区役所総務課（○○○○）が、【大淀政第18号令和7年6月18日文書
で、「すでに対応済み」と区民に嘘をついて（根拠の説明ができないこ
とを断言して）○○○○をお住まいの区役所庁舎に精神的に入れなくさ
せる淀川区役所政策企画課】を担当として決定した根拠がわかるもの
○○○○をお住まいの区役所庁舎に精神的に入れなくさせる淀川区役所
政策企画課を担当にしたら、火に油なことになります。

公開請求
拒否

号 淀川区役所 総務課

令和７年
７月10日

令和７年
７月24日

令和２年度から令和６年度における淀川区と社会福祉法人淀川区社会福
祉協議会との間で交わされた業務委託契約の内、淀川区から社会福祉法
人淀川区社会福祉協議会へ支払った委託料の内訳が分かるもの。下記①
～④につき令和２年度～令和６年度分
①	事業内容別人件費明細書（地域における要援護者見守りネットワーク
強化事業）
②	事業内容別人件費明細書（区関連事業：地域の見守り活動サポート事
業）
③	事業内容別物件明細書（地域における要援護者見守りネットワーク強
化事業）
④	事業内容別物件明細書（区関連事業）

部分公開 1 2 号 淀川区役所
保健福祉課
（保健福祉）

令和７年
７月20日

令和７年
８月４日

【一方的に市民に考えを述べ、一方的に判断し、一方的に決定をし、市
民に対して説明もせず同意も得ず一方的にモラハラを実行するのが淀川
区政です】といった内容が記載された平成28年8月25日付淀川区役所政策
企画課長の文書

「御本人には今後回答しない」と市民を社会的な排除をすることが記載
された平成28年8月25日付淀川区役所政策企画課長の文書

「全て対応済み」と嘘が記載された平成28年8月25日付淀川区役所政策企
画課長の文書

虚偽公文書の平成28年8月25日付淀川区役所政策企画課長の文書
の開示を請求します。

不存在 号 淀川区役所 政策企画課

公開請求の内容及び処理状況

淀川区役所７月分

非公開事由
（7条該当号）



様式１

請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当
非公開事由
（7条該当号）

令和７年
７月20日

令和７年
８月４日

（○○に文句言いたい）は、個人攻撃でも爆弾仕掛けると言ってるのと
同じでもないのに、淀川区役所市民協働課教育委員会兼任職員（○○）
が、市民が伝言をした背景や気持ちを考えずに【現在も】市民の伝言を
無視放置し続けている目的や理由がわかるものの開示を求める。

この（市民が伝言をした背景や気持ちを考えない）件について、「すで
に対応済み」の説明責任を果たしたことがわかるものの開示を求める。

大阪市が大阪市民を尊重しない（無視放置する）目的や理由がわかるも
のの開示を求める。

-------------------------------------------------
職員や区役所の一方的な考えや判断や決定を一方的に文書にして送りつ
けてきた平成28年8月25日付淀川区役所政策企画課長の文書は、説明責任
を果たしたことにはなっていない。市民に何かを一方的に押し付けてい
るだけにすぎない。
市民への責任転嫁はやめて下さい。
-----------------------------------
職員（○○）にいじめられて精神的に教育委員会関連施設に入れない。
加島小学校に入れない。選挙当日に選挙の投票ができなくて困ってい
る。

2016年7月から10年目に入っても、まだ、淀川区役所は、市民の視線に
立った応対ができていない。市民が伝言をした背景や気持ちを考えよう
としない。無視放置して逃げている。

今日の選挙の投票も、（教育委員会兼任の大阪市職員）のせいで、投票
しに行くことができなかった。

いつになったら、（市民が伝言をした背景や気持ち）を考えることがで
きるようになるのか？

不存在 号 淀川区役所 政策企画課

令和７年
７月24日

令和７年
８月６日

大阪市淀川区役所事務分掌規則(平成24年7月31日規則第150号) 公開 号 淀川区役所 総務課


